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1. はじめに 

知財ライセンス業務は、生成 AIおよび自律的にタスクを遂行する AIエージェント
の導入により、根本的な変革期を迎えています。アップロードされた論説が指摘す
るように、2025年を転換点として、契約書レビューの効率化や特許分析の自動化が
進み、「人間が作業する時代」から「人間が AIを指揮する時代」へと移行しつつあ
ります。 
 

しかし、この変革の波において、米国と日本の間には顕著な格差が存在していま
す。本レポートでは、最新の調査データや動向を踏まえ、米国と比較した日本の知
財ライセンス業務における AI活用の遅れの実態を定量的に明らかにし、その背景に
ある構造的な課題を深掘りします。さらに、日本がこの格差を縮め、競争力を高め
るための具体的な対応策を提案します。 
 

2. 日米における AI活用の現状と格差の実態 

2.1. 導入率と投資規模の圧倒的な差 

日本の法務・知財部門における生成 AIの導入は、他部門や他国と比較して大きく遅
れをとっています。PwC日本グループが実施した「生成 AIに関する実態調査 2025

春」によれば、日本の法務・知財部門の生成 AI導入率はわずか 14%にとどまり、調
査対象となった 5カ国（日本、米国、英国、ドイツ、中国）の中で最下位となって
います [1]。同じ日本企業内でも、システム開発・IT部門（38.2%）やマーケティン
グ・営業部門（33.6%）と比較して、法務・知財部門の遅れは顕著です。さらに深刻
なのは、2023年から 2025年にかけての導入率の伸びが、IT部門で 27ポイント、マ
ーケティング部門で 36ポイント増加したのに対し、法務・知財部門は 15ポイント
の増加にとどまっており、社内格差が拡大している点です [1]。 



 

一方、米国では、Thomson Reutersの 2025年調査において、法務業界の回答者の
85%が生成 AIを業務に活用できると認識しており、実際の利用経験も 25%に達して
います [2]。投資規模の面でも格差は歴然としています。米国では、特許法に特化し
た AIプラットフォームを提供する Patlyticsが、2026年 4月に 4,000万ドルのシリー
ズ B資金調達を実施し、わずか 2年半で累計 6,500万ドルを調達しました [3]。同社
は Am Law 100（全米トップ 100法律事務所）の 40%以上を顧客に抱えています。ま
た、Harvey AIは評価額が約 110億ドルに達しています [4]。対して日本は、LegalOn 

Technologiesが 2025年 7月に 5,000万ドルを調達するなど健闘していますが [5]、知
財特化型の AIスタートアップへの投資規模は米国に遠く及びません。 
 

2.2. AIエージェントの実用化フェーズの違い 

機能面においても、日米間で活用フェーズに違いが見られます。米国では、
Luminanceの「Autonomous Negotiation」のように、契約書の読解から修正案の送
付、相手方の変更への対応までを人間の介入なしに AI同士で実行する自律型契約交
渉システムが実用化されています [6]。また、特許文書の自動生成においても、複数
の AIエージェントが協調してタスクを遂行するマルチエージェントシステム
（AutoPatentなど）の研究開発が進んでいます [7]。 
 

日本のリーガルテック市場も進化を続けており、MNTSQが 2025年 9月に弁護士監
修のプロンプトを活用した「MNTSQ AI Agent」を実装するなど、第 3世代（エージ
ェント機能）への移行が始まっています [8]。しかし、現状の日本の知財部門におけ
る AI活用は、依然として文章要約や検索、定型的な契約レビューといった「副操縦
士（コパイロット）」としての利用が中心であり、自律的なエージェントによる業
務遂行の段階には至っていません。 
 

比較項目 米国 日本 
格差の
状況 

法務・知財部門の AI

導入率 
約 25%（利用経験あり） 14%（5カ国中最下位） 大 

知財特化 AIへの投資
規模 

数十億ドル規模（Harvey等） 数百億円規模 極大 



比較項目 米国 日本 
格差の
状況 

AIの活用フェーズ 
自律型エージェント・マルチエ
ージェント 

副操縦士（レビュー・検
索支援） 

大 

法規制・ガイドライ
ン 

ABA倫理意見書、30州以上のガ
イダンス 

法務省ガイドライン（限
定的） 

中 

AI発明者の取り扱い 
USPTO改訂ガイダンス（2025年
11月） 

立法措置を検討中 中 

3. 日本の知財部門における AI導入を阻む構造的課題 

日本の知財ライセンス業務において AI活用が遅れている背景には、単なる技術への
不慣れを超えた、構造的かつ複合的な課題が存在します。 
 

3.1. 法制度と規制の不確実性 

日本における最大の障壁の一つが、弁護士法第 72条（非弁行為の禁止）の存在で
す。1949年に制定されたこの法律は、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事
務を行うことを禁じています。2023年 8月に法務省が AI契約書レビューサービス
に関するガイドラインを公表しましたが、生成 AIが高度な法的判断を伴うライセン
ス契約の交渉支援や条項の修正案提示を行う場合、これが「法律事件に関する鑑定
その他の法律事務」に該当するリスクが完全に払拭されていません [9]。内閣府の規
制改革推進会議でも継続的に議論されていますが、この法的なグレーゾーンが、企
業知財部やリーガルテックベンダーの積極的な AI導入・開発を躊躇させています。 
 

また、AIが生成した発明の特許適格性についても不確実性が残っています。2025年
1月、日本の知的財産高等裁判所は「自然人のみが発明者となり得る」との判断を
下しました [10]。特許庁は法改正を含めた検討を進めていますが、米国特許商標庁
（USPTO）が 2025年 11月に AI支援発明に関する明確な改訂ガイダンスを発出した
のに対し [11]、日本の対応は後手に回っています。 
 



3.2. 機密情報管理とデータセキュリティへの強い懸念 

知財部門は、未公開の特許技術やライセンス交渉の戦略など、企業にとって最も機
密性の高い情報を扱います。PwCの調査によれば、知財部門の AI導入を阻む最大
の要因として「データセキュリティとプライバシーへの懸念」が 76%の回答者から
挙げられています [2]。 
 

特に、従業員が会社が許可していない個人の生成 AIアカウントを使用して業務デー
タを入力してしまう「シャドウ AI」のリスクは深刻です。入力された機密情報が
AIの学習データとして利用され、他社への回答として出力されてしまう情報漏洩リ
スクや、弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney-Client Privilege）が失われるリスク
に対する警戒感が、組織的な AI導入を遅らせる要因となっています。 
 

3.3. 「知財×AI」のハイブリッド人材の絶対的不足 

AIを効果的に活用するためには、知財実務の専門知識と AI技術の双方を理解する
人材が不可欠です。しかし、日本の知財部門には AI技術に精通した人材が不足して
います（課題として 75%が指摘） [2]。 
 

弁理士や特許技術者は高度な法律・技術知識を有していますが、プロンプトエンジ
ニアリングや AIツールの適切な選定・評価を行うスキルは十分に育成されていませ
ん。米国では、法律専門家向けに特化して設計された直感的な UIを持つツール
（Harvey AIなど）が普及しており、技術的ハードルを下げていますが、日本ではそ
のような専門ツールの選択肢が限られていることも、人材不足の影響を増幅させて
います。 
 

3.4. 日本語特有の壁とデータ基盤の脆弱性 

言語の壁も無視できません。グローバルなリーガルテック企業が開発する最先端の
AIモデルは、圧倒的な量の英語の法的文書で訓練されています。日本語の法律用語
や独特の契約表現、日本の商慣行を正確に理解し、ハルシネーション（もっともら
しい嘘）を起こさずに処理できる AIモデルの構築には、質の高い日本語の学習デー
タが必要です。 
 



しかし、日本では判例やライセンス契約のひな形、交渉履歴などのデータが企業内
にサイロ化されており、業界横断的なデータ共有や機械可読な形でのデータベース
化が進んでいません。このデータ基盤の脆弱性が、日本特化型の高精度な知財 AIツ
ールの開発を遅らせる一因となっています。 
 

4. 日本の競争力を高めるための対応策と提言 

これらの課題を克服し、日本企業が知財ライセンス業務においてグローバルな競争
力を維持・強化するためには、産学官が連携した多角的なアプローチが必要です。 
 

4.1. 規制の明確化とアジャイルなガバナンスの構築 

政府および関連機関は、AI技術の進化スピードに合わせた迅速なルール整備を行う
べきです。 
 

• 弁護士法 72条の解釈のアップデート: 法務省および日本弁護士連合会は、生
成 AIや AIエージェントの機能向上を踏まえ、知財ライセンス業務における
適法な AI利用の境界線をより明確に示す詳細なガイドラインを策定する必要
があります。 

• AI発明者に関する法整備の加速: 特許庁は、AIを利用した発明の保護に関す
る法改正の議論を加速させ、国際的な調和を図りつつ、イノベーションを阻
害しない明確な基準を早期に提示すべきです。 

• 「ライトタッチ規制」の推進: 2025年 9月に施行された AI推進法に基づく
「ライトタッチ規制」のアプローチを堅持し、過度な規制による萎縮を防ぎ
つつ、ガイドラインベースの柔軟なガバナンスを定着させることが重要です 

[12]。 
 

4.2. 安全な AI利用環境の整備と「シャドウ AI」対策 

企業は、リスクを恐れて AIを全面禁止するのではなく、安全に利用できる環境を能
動的に提供する必要があります。 
 

• セキュアな専用環境の導入: 入力データが AIの学習に利用されない（オプト
アウト設定済み）エンタープライズ向けの生成 AI環境や、自社専用の閉域網



で稼働するローカル LLMを早期に導入し、従業員に公式なツールを提供する
ことで「シャドウ AI」の発生を防ぎます。 

• 明確な利用ルールの策定: どのような機密情報を AIに入力してよいか（また
は禁止するか）を定めた社内ガイドラインを策定し、出力結果の事実確認
（ファクトチェック）を人間に義務付けるプロセスを標準化します。 

 

4.3. 「AIオーケストレーター」としての知財人材育成 

知財実務者の役割は、「自ら文書を作成する人」から「AIを指揮し、出力を検証
し、戦略的判断を下す人（AIオーケストレーター）」へと変化します。 
 

• リスキリングの推進: 企業は知財部員に対し、プロンプトエンジニアリング、
AIツールの特性理解、AI出力のハルシネーションを見抜く検証スキルに関す
る実践的な研修を実施すべきです。 

• 専門資格のアップデート: 日本弁理士会などの職能団体は、資格試験や継続研
修のカリキュラムに AI活用スキルを組み込み、業界全体の AIリテラシーの
底上げを図る必要があります。 

 

4.4. 知財データ基盤の構築と国産リーガルテックの育成 

質の高い AIモデルを育成するためには、良質なデータと強力な開発エコシステムが
不可欠です。 
 

• 業界横断的なデータ共有プラットフォーム: 企業間で非競争領域の契約ひな形
や匿名化されたライセンス交渉データを共有するコンソーシアムを設立し、
国産 AIモデルの学習データとして活用する仕組みを構築します。 

• 「知的財産推進計画 2025」の具現化: 政府が掲げる「IPトランスフォーメー
ション」および「AI学習コンテンツに係るライセンス市場の形成」を推進し 

[13]、AI開発者と権利者が適正な対価を循環させるエコシステムを構築する
ことで、日本発の AI技術開発を後押しします。 

• 国産リーガルテックへの投資促進: 日本の法制度や商慣行に精通した国産の知
財特化型 AIスタートアップに対する、官民ファンド等を通じた重点的な投資
支援が求められます。 

 



5. 結論 

知財ライセンス業務における生成 AI・AIエージェントの活用は、もはや「導入する
か否か」ではなく「いかに早く、効果的に統合するか」というフェーズに入ってい
ます。米国の先行事例が示すように、AIは業務効率を飛躍的に高めるだけでなく、
特許ポートフォリオの価値最大化や高度なライセンス戦略の立案を可能にする強力
な武器となります。 
 

日本の知財部門が直面している 14%という低い導入率や、法規制・セキュリティへ
の過度な懸念は、グローバル競争において致命的な遅れにつながりかねません。し
かし、2025年から 2026年にかけての法制度の整備や国産ツールの進化は、この状
況を打破する転換点となる可能性を秘めています。 
 

日本企業は、リスクを適切に管理しつつ、AIを「単なる効率化ツール」ではなく
「経営変革の中核」として位置づける必要があります。法務・知財の専門家が AIエ
ージェントを自在に指揮する「オーケストレーター」へと進化し、産学官が連携し
て法制度とデータ基盤を整備することで、日本は知財ライセンス分野における AI活
用の遅れを取り戻し、新たな競争優位を確立することができるでしょう。 
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